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報道関係者 各位

教育長の職務を行う者の指名について

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」附則第5条の規定
に基づき、 7月 12 日付けで、下記のとおり市長が教育長の職務を行う者を指名しました
ので、お知らせいたします

記

1. 職務代理者 松本 正弘 (島原市教育委員)

2. 指 名 日 平成 2 9年 7月 12 日

3, 指名期間 新教育長が任命されるまでの間

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園都市 島原 ◎
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